
岐阜市自治会広報板設置に関する補助金交付要綱 
 

                         平成１３年３月３０日決裁 
 
 （趣 旨） 
第１条 この要綱は、地域におけるまちづくりとコミュニティ活動を促進するため、自

治会広報板を設置する者に対し、予算の範囲内で行う補助金の交付に関し、岐阜市補

助金等交付規則（平成１０年岐阜市規則第５５号）に定めるもののほか、必要な事項

定めるものとする。 
 
 （交付の対象） 
第２条 市長は、自治会連合会又は単位自治会（以下「自治会」という。）が、土地、

建築物等に設置する自立式、壁掛け式等の広報板を設置する場合に、補助金を交付す

るものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 
 
 （補助金の額等） 
第３条 補助金の額は、設置に要する費用の２分の１以内で、限度額を７０，０００円

とし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
２ 設置費のうち用地等借上費、既設構築物除却費その他これに類するものは、補助し

ない。 
 
 （補助金の交付申請） 
第４条 補助金の交付申請にあたっては、交付申請書に次に掲げる書類を添付するもの

とする。 
 （１）広報板の設計図又はパンフレット類 
 （２）設置場所の地図 
 （３）設置費の見積書 
 （４）設置場所が私有地等である場合にあっては当該土地の所有者の承諾書、公有地

等である場合にあっては当該施設の管理者の承諾書 
 
 （実施報告） 
第５条 実績報告にあたっては、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 
 （１）完成写真 
 （２）施設設置工事代金等の請求書又は領収書の写し 
２ 実績報告書の提出は、設置完了後速やかに行うものとする。 
 
 （補助金の交付の請求等） 
第６条 補助金の交付請求は、補助金交付請求書（様式）を提出して行うものとする。 
 
  



（管 理） 
第７条 自治会広報板の管理は、自治会長が行い、適正な維持管理に努めるものとし、

政治、宗教又は営利目的のために使用してはならない。 
 
 （その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 
 
    附 則   
    この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 


